
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５次石巻市男女共同参画基本計画策定！ 
～多様性を力に変え、誰もが能力を発揮できる地域社会を築く～ 

 
本市では、性別にかかわらず誰もが自分らしく活躍できる社会の実現を目指し、令和 8 年度から令和

12 年度までの 5 年間を計画期間とする新たな男女共同参画計画を策定しました。 
近年、人口減少や少子高齢化の進行、共働き・共育ての広がり、働き方の多様化など、本市を取り巻

く環境は大きく変化しています。一方で、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みにより、個人
の能力が十分に発揮されていないといった課題もあります。 

本計画では、こうした状況を踏まえ、6 つの基本目標を掲げるとともに「女性活躍推進計画」「DV 防
止計画」「困難な問題を抱える女性支援計画」を包含し、一体的に推進していきます。 

また、本計画の策定に当たっては、庁内の検討委員会・幹事会・本部会議に加え、外部委員で構成す
る審議会での審議や答申、関係団体等からの意見を踏まえ、検討を重ねてまいりました。 

今後は、本計画の着実な推進に向け、市民の皆様や関係団体の皆様とともに、行政・企業・市民が連
携しながら各種施策に取り組んでまいります。引き続き、皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 

 

１ 政策形成及び方針決定の場への女性の参画の推進 

２ 地域・学校における男女共同参画の推進 

３ 働く場における女性の活躍推進に向けた環境の整備 

４ 家庭生活における男女共同参画の実現の促進 

５ 男女間におけるあらゆる暴力の根絶と被害者支援の推進 

６ 地域の防災における男女共同参画の推進 

 

 

 

石巻市イクボス宣言登録企業ロゴマーク作成 
 

令和 6 年 11 月に開催した「石巻市イクボス宣言式」を契機に、 

「イクボス」及び「イクボス宣言企業」を広く市民に周知し、宣言企業の 

さらなる拡大と市内事業所における職場環境整備の促進を図るため、 

「石巻市イクボス宣言登録企業ロゴマーク」を作成しました。 

本ロゴマークは、「石巻市イクボス宣言企業」にステッカーとして配付しています。 
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本市では、性の多様性を尊重し、誰もが自分らしく安心して暮らせる社会の実現を目指し、令和８年
４月１日より「パートナーシップ宣誓制度」を導入します。 

本制度は、互いを人生のパートナーとして共に生活している、または、これから生活を共にすること
を約束したお二人のうち、一方または双方が性的マイノリティである場合に、宣誓書を市に提出し、市
がその関係を確認し、受領証等を交付するものです。 

法律上の婚姻とは異なり、法的な効力はありませんが、日常生活における不安の軽減や、周囲の理解
促進につながることが期待されます。  

         
         宮城県内の状況 

         仙台市 令和６年１２月１０日 制度開始 

         栗原市 令和７年 ２月 １日 制度開始 

         本市は、県内で 3 番目の制度導入となります! 
 

受領証等の提示により、各種行政サービスの利用が可能となります。 

【例】定住促進住宅取得等補助金申請、市営住宅の入居申込、住民票の続柄変更、 

課税（非課税）証明書の交付 等 

 

 

今年度は、下記のとおり、男女共同参画に関する啓発事業を実施しました。 

来年度も引き続き、様々な事業を実施する予定です。 
開催前に、市報や市 HP 及び LINE などで受講者を募集しますので、ぜひぜひお申込みください！！ 
 

◆男女共同参画週間の啓発   ◆親になるための教育事業      ◆男性向け家事育児等啓発研修 

 

 

 

 

 

 

 

◆性的マイノリティ研修    ◆Kaji×Kaji ハッピーシェアセミナー ◆女性ロールモデル交流会 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度実施事業 

令和８年度 

パートナーシップ宣誓制度導入 


